
四国厚生支局は
地域包括ケアシステムの構築を推進します

～ 地域包括ケア推進課の業務について ～

四国厚生支局
Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare

厚生労働省

【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会 行政説明１ 四国厚生支局】



 団塊の世代（約800万人）が75歳以上となる2025年（令和7年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さら
に増加することが見込まれています。

 このため、厚生労働省では、2025年（令和7年）を目途に、重度な介護状態になっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供される体制の構築を推進しています。

 この必要な支援が一体的に提供される体制を「地域包括ケアシステム」といいます。

 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地
域包括ケアシステムの構築が重要です。

地域包括ケアシステムとは？

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以
内に必要なサービスが提供される日常生活
圏域（具体的には中学校区）を単位として想
定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
病院：
急性期、回復期、慢性期

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

病気になったら･･･

医 療 地域包括ケアシステムの姿

■施設・居住系サービス
・介護ｔ老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等
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地域包括ケア推進課の業務

県に対する支援業務を行うことを基本として行います

〔四国厚生支局の基本的な業務スタンス〕
 四国厚生支局は、県と連携しつつ、市町村における取組を推進・支援します。

※地域包括ケアシステムの構築は、市町村が行います。県は広域的な見地から市町村を支援しています。

 具体的には、ブロック組織である強みを活かし、四国管内の情報の集積や発信、助言など、管内の市町村における地域包括
ケアシステムの構築に関する支援を行います。

四国管内の地域包括ケアシステムの構築

徳島県 香川県 愛媛県 高知県
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徳島県内
市町村

香川県内
市町村

愛媛県内
市町村

高知県内
市町村

情報 助言等 情報 情報 助言等情報助言等

四国厚生支局

（県・市町村の取り組みを支援

助言等情報

【全国】

助言等

【本省】

情報の横展開

情報 情報共有

情報の横展開



○ 管内市町村の地域支援事業の取組状況の把握
○ 先行事例の収集
○ 管内市町村との意見交換や事例発表を行うセミナー
の開催

○ 地域支援事業交付金に関する業務（交付申請・実績報
告の取りまとめ等）

○ 総合事業の推進に係る厚生労働省職員の派遣(伴走
支援) 

地域支援事業に関する業務

○ 認知症施策推進大綱等の普及・啓発
○ 管内市町村の認知症施策の実施状況の把握、助言、
支援

認知症施策に関する業務

※地方厚生（支）局地域包括ケア推進課が行う業務については、令和3年3月31日老発0331第16号老健局
長及び保発0331第12号保険局長通知で示されている

地域包括ケア推進課の業務

○ 介護従事者確保分、施設等整備分に係る基金残高、執
行状況に係る調査、事業見込み量（所要額）に係る調査
等により、実施状況や課題等を把握し、県に対する必要
な助言及び支援を行う。

〇 交付決定

主な業務内容（令和３年度）

地域医療介護総合確保基金（介護分）に関する業務

○ 市町村及び県が作成する介護保険事業（支援）計画に
関する進捗状況、作成にあたっての課題等を県を通じて
把握し、課題のある市町村及び県に対して必要な助言及
び支援を行う。

介護保険事業（支援）計画に関する業務
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地域支援事業に関する業務

 市町村が地域の実情を踏まえた地域支援事業を円滑に実施できるよう、必要な支援を行います。
〔主な業務内容〕
・ 定期的な実施状況の把握や先行事例の把握、分析及びその結果を踏まえた情報共有、助言等
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地域支援事業の取組状況の把握・事例収集

 情報共有及び連携を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナーの実施を行います。

セミナーの実施

○令和２年度移動支援セミナー
共催;四国運輸局

○地域の資源を活用した地域包
括ケアシステムの推進に関する
フォーラム

参加協力:四国経済産業局

○認知症の方の社会参加・就労
等について考えるフォーラム

自治体における

地域包括ケアシステム推進に係る
困りごとNo.1

※令和２年度四国厚生支局老人保健健
康増進事業調べ

認知症の人の社会参
加について教えて欲

しいなぁ

民間企業のサービスを
介護予防に使ったり、
業務改善に利用出来

ないかなぁ
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介護予防・日常生活支援総合事業等の充実のための厚生労働省職員派遣について

取組風景

丸亀市

観音寺市

市町村支
援を具体的
にどうすれ
ばよいか。

庁内外の関係
機関をどう巻き
込めばよいか。

元気な高齢
者を増やし
たい。



 実施状況の把握、助言、支援を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナー等の実施を行います。

認知症施策に関する業務

 認知症施策推進大綱等の認知症施策について、普及・啓発に関する取組を行います。

認知症施策の実施状況の把握、助言、支援

認知症施策推進大綱等に関する普及・啓発

6

○国の地方支分部局職員を対象
とした認知症サポーター養成講座
（高松合同庁舎）

○認知症セミナー ○四国厚生支局管内若年性認知
症施策担当者等会議

ロバ隊長
（認知症サポーター
キャラバンマスコット）

参加:香川労働局
四国経済産業局
四国地方整備局
四国運輸局

参加:中国四国農政局
香川労働局
四国経済産業局
四国地方整備局

参加:香川労働局
中国四国農政局
四国地方整備局
四国運輸局
他８部局



介護保険事業（支援）計画に関する業務
 介護保険法に基づき、市町村は介護保険事業計画を、県は介護保険事業支援計画を３年を１期として 作成することになってい

ます。

現在、令和３年度から令和５年度にかかる第８期介護保険事業（支援）計画が策定されており、
この計画に基づく取組の進捗状況、目標の達成状況や計画の推進にあたっての課題等について、
管内の県を通じて把握し、県等に対する必要な助言及び支援を行うこととしています。

〔主な業務内容〕
・ 第８期介護保険事業計画等についての県に対する助言等

都道府県介護保険事業支援計画

・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための指針

国の基本指針

・区域の設定
・各年度における種類ごとに介護サービス量の見込
・各年度における地域支援事業の量の見込 等

市町村介護保険事業計画

・区域の設定
・市町村計画を踏まえて、介護サービス量の見込
・各年度における必要定員総数 等

保険料の
設定

基盤整備
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地域支援事業交付金
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○ 地域支援交付金は、保険者である市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合等を含む。以下同じ。）が、地域支援事業
を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日
常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画によ
る日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進することを
目的として交付を行うもの。

交付 交付

申請申請

厚生労働省
（四国厚生支局）

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

※住民に最も身近な基礎的
自治体であり、地域の実情
に併せた対応が可能である
ことから、市町村を保険者と

している。

四国に所在する
市町村

審査 審査

国 都道府県
保険者

（市町村）※



国（四国厚生支局）

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金） を創設し、各都道府県に設置。
各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。
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事業例:介護人材確保対策連携強化事業、介護未経験者に対する研修支援 等



参考資料

•地域支援事業の概要等

•地域医療介護総合確保基金の概要等

•地域共生社会
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
23%

2号保険料
27%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険制度

地域支援事業の全体像
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○ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、
市町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容 ※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業
① 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

② 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業

（２）包括的支援事業・任意事業
① 包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営
ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務
※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

イ 社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーター等の配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

○地域支援事業の事業費

市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画にお

いて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。

【事業費の上限】

① 介護予防・日常生活支援総合事業

○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額

② 包括的支援事業・任意事業

○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」

○地域支援事業の財源構成

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、

その分を公費で賄う。

（国：都道府県：市町村＝２：１：１）

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

【財源構成】 【財源構成】

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

１号
２３％

１号
２３％

２号
２７％

都道府県
１２．５％

国
２５％

市町村
１２．５％

市町村

１９．２５％

都道府県

１９．２５％

国
３８.５％

地域支援事業の概要

1,980億円 （990億円）

1,902億円 （951億円）

うちイ、社会保障充実分
534億円 （267億円）

（財源構成の割合は第７期以降の割合）
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成
○ 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法人に有償で
貸し付ける目的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して支援を行う。
（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、小

規模なケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模な特定施設（介護付き有料老人ホーム）、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支
援ハウス（離島・奄美群島・山村・水源地域・半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づくものに限る）、緊急ショートステイ、施設内
保育施設

※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている（介護医療院を含む）。

○ 上記対象施設を合築・併設を行う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を行う。
○ 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について支援を行う。
○ 介護離職ゼロ50万人受け皿整備と老朽化した特別養護老人ホーム等の広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)
を整備する際に、あわせて行う広域型特養等の大規模修繕・耐震化について支援を行う。＜令和５年度までの実施＞
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設（介護付き有料老人ホーム）（いずれも定員30人以上の広域型施設を含む）

２．介護施設の開設準備経費等への支援
○特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、大規模修繕時を含む）に要する経費の支援を行う。

※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行うロボット・センサー、ICTの導入に限る。＜令和５年度までの実施＞
※通いの場の健康づくりや防災に関する意識啓発のための設備等についても支援を行う。

○ 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増大に対応するため、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等につ
いて支援を行う。

○ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権（一定の条件の下、普通借地権）の設定のための一時金の支援を行う。

○ 施設整備候補地（民有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の支援を行う。また、土地所有者と施設整
備法人のマッチングの支援を行う。

○ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員用の宿舎の整備＜令和５年度までの実施＞に対して支援を行う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
○ 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室における多床室のプライバシー保護のための改修費用について支援を行う。

○ 特別養護老人ホーム等のユニット化に係る改修費用について支援を行う。

○ 介護療養型医療施設等の老人保健施設等（介護医療院を含む）への転換整備について支援を行う。

○ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費用について支援を行う。

○ 共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について支援を行う。

対象事業

※１～３を行う施設・事業所等が、特別豪雪地帯又は奄美群島・離島・小笠原諸島に所在する場合は、補助単価の８％加算が可能。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の
整備を促進するための支援を行う。

令和３年度予算：公費618億円（国費412億円）
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介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援
（地域医療介護総合確保基金）

■事業内容
介護施設等において、感染が疑われる

者が発生した場合に、感染拡大のリス
クを低減するためには、ウイルスが外
に漏れないよう、気圧を低くした居室
である陰圧室の設置が有効であること
から、居室に陰圧装置を据えるととも
に簡易的なダクト工事等に必要な費用
について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助上限額
１施設あたり：432万円×都道府県が認
めた台数（定員が上限）

※ 令和２年度第１次補正予算から実施

〇 介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、①多床室の個室化に要する改修費、②簡易陰圧装置の設
置に要する費用、③感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費用を支援する。

② 簡易陰圧装置の設置に要する費用

■事業内容
事業継続が必要な介護施設等において、

感染が疑われる者が複数発生して多床
室に分離する場合に備え、感染が疑わ
れる者同士のスペースを空間的に分離
するための個室化（※）に要する改修費に
ついて補助
※可動の壁は可
※天井と壁の間に隙間が生じることは不可

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助上限額
１定員あたり97.8万円

※ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金で
実施していた事業を移管

① 多床室の個室化に要する改修費

《多床室》 《個室化》

■事業内容
新型コロナウイルス感染症対策として、

感染発生時対応及び感染拡大防止の観
点からゾーニング環境等の整備に要す
る費用について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助上限額
① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設
置によるゾーニング：100万円/箇所

② 従来型個室・多床室のゾーニング：600万
円/箇所

③ ２方向から出入りできる家族面会室の整
備：350万円/施設

※ 令和２年度第３次補正予算から実施

③ 感染拡大防止のためのゾーニング環
境等の整備に要する費用

共同生活室

通
路

個
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個
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個
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イ
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個
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個
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個
室
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個
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ト
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レ

個
室

食堂 浴室

ト
イ
レ

個
室

個
室

ユニット

入口にｲｴﾛｰ

ｿﾞｰﾝ(玄関室)

を整備

通路　　　　　

トイレ
個
室

4人
部屋

個
室

トイレ

個
室

個
室

4人
部屋

洗面所 洗面所

4人
部屋

洗面所
・

ｼｬﾜｰ室

4人
部屋

動線分離し、ゾーニング

ﾄｲﾚ・洗面所

・ｼｬﾜｰ室を

整備

4人

部屋

施設内の玄関又は

外部から出入

● ○

アクリル板等

施設内から

出入

家族面会室

入所者

家族

※ 機動的に支援できるよう、新型コロナウイルス発生後、かつ、緊急的に着手せざるを得なかった事業に限り、内示日前のものも補助対象

令和３年度予算：公費618億円の内数（国費412億円の内数）
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地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保分）事業一覧
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地域共生社会
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運輸局経済産業局地方整備局農政局

労働局

法務局

法務局

経済産業局

労働局

法務局

通信局

地方整備局

農政局

運輸局

通信局

農政局

労働局 経済産業局
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